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１ 福岡県の医療 ADR の概要（参考資料１紛争解決センターパンフレット） 

 従前の紛争解決センターの一部として、医療紛争に特化した医療 ADR が平成

２１年１０月１日に設立。 

 法律相談前置をとっている。申立手数料１万０５００円で、解決金額に応じて

成立手数料を負担していただいており、期日手数料はない（これらの点について

は通常事件と同様である）。 

 仲裁人は原則３名選任（診療行為とは無関係な単なるクレームについては１名

選任）、主任仲裁人（元裁判官や学識経験者である会員を比較的多く選任してい

る）のほか、医療機関側代理人の経験を有する弁護士、患者側代理人の経験を有

する弁護士で構成している。 

２ 現状（参考資料２「医療 ADR 集計」参照） 

（１）平成２１年度 

平成２１年度は、１０月１日からの開始ながら、半年間で２２件と申立件数

が多かった。 

 しかしながら、２２件中（うち回答待ち１件、取り下げ１件）、応諾された

のが８件（約３６％）と低く、不応諾１２件と半数以上が不応諾という結果に

終わった。なお、応諾された事案のうち和解成立が４件、継続中が３件取り下

げが１件と和解率は５割である。 

 また、申立人に代理人が就任したのは６件のみであり、本人申し立て事案が

多いのも特徴的であった。 

（２）平成２２年度 

 平成２１年度は約半年間で申立件数は９件であり、減少傾向にはあるものの

安定した申立件数を維持している。 

 ９件中（うち回答待ち２件）、応諾されたのが４件（約４４％）と回答済事
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件の半数を超え、不応諾は３件である。以下のような紛争解決センターの取り

組みが功を奏しているのではないかと考えられる。 

３ 問題点とその改善に向けた取り組み 

（１）問題点 

 福岡県では、開始当初、想定以上の申立を受けることができ、順調にスター

トを切ったが、申し立てても不応諾に終わることが多く、医療機関側からの理

解を求めることが急務と考えられた。 

（２）紛争解決センターとしての取り組み 

ア 相手方となる医療機関側への働きかけ 

①相手方に申立書を送付する際に医療 ADR の説明文書を添付（参考資料３

「医療 ADR について」） 

②回答期限までに回答書が来ない場合、督促文書を送付する 

③期日、時間、開催場所について、応諾しやすいよう対応する（旨伝える） 

④不応諾の回答があった場合も、事案に応じては担当者（当会紛争センター

運営委員会委員）から応諾するよう説得を試みる 

イ 医師会との協議 

 医師会の医事調停との連携の必要性があることや診療時間外での ADR 実

施や電話会議の実施を検討してほしいという意見の他、医療機関では対応困

難な患者への対応として医療機関側からの利用も考えているという意見が出

された。また、明らかに不適切な申立があることが指摘され、以後当会紛争

センター運営委員が申立書の補正を紹介弁護士（法律相談を担当した弁護

士）を通じて依頼するようにしている。 

４ 今後に向けて 

 幅広く医療 ADR を使ってもらうために、会員向け研修会を行ったり、広報に

力を入れるなどするとともに、医師会との協議を続けるなどして応諾率がさらに

改善されるよう取り組んでいく。 

以上 
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不受理 相手方応諾 相手方不応諾 取下 回答待ち 継続中 取下 和解成立 和解不成立

福岡 4 0 0 1 0 1 0 0 1 1

北九州 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1

筑後 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1

計 9 0 0 3 0 2 0 0 1 3

不受理 相手方応諾 相手方不応諾 取下 回答待ち 継続中 取下 和解成立 和解不成立

福岡 11 0 0 7 0 0 1 1 2 0

北九州 7 1 0 3 0 1 0 0 2 0

筑後 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0

計 22 1 0 12 0 1 3 1 4 0

期日後

期日後

【H２１年度（平成21年10月～平成22年3月】

部会 申立件数
期日前

医療ＡＤＲ集計【平成２２年１０月１５日現在】

【H２２年度】

部会 申立件数
期日前
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（担当職員 ●●） 

                           TEL   ０９２−７４１−３２０８  
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医療 ADR について 
 

拝啓  

 この度，貴殿を相手方とする仲裁の申立てがなされたことについては，別添の『仲裁のお知らせ

（医療 ADR）』にて，お知らせしたところですが，本書面では，本手続（医療 ADR）の趣旨，内容

等について説明いたします。 

 

 本手続は，医事紛争に精通した中立・公正な立場の弁護士３名（医療機関側・患者側の代理人経

験を有する弁護士各１名を含む）があっせん・仲裁人となり，３回程度話し合いの中で，当事者双

方の言い分を聞いた上，話し合いによる紛争解決を目指すものです。 

 このように，本手続は，あくまでも当事者双方の合意に基づく紛争解決を図る手続ですので，本

手続を利用されるか否か，あるいは，利用されるとしてもその中であっせん・仲裁人から示された

解決案に応じるか否かは，貴殿のご意向次第であり，何ら強制力を有するものではありません。 

 また，医師会の医事調停制度等，他の紛争解決手段のご利用を妨げるものでもありません。 

 

 本手続を利用されるメリットとしては，一般的に， 

・簡易，迅速に医療紛争を法的見解を踏まえながらもそれに拘泥することなく、双方の納得のもと

に解決し，当事者間の信頼関係を回復することができる 

・あっせん・仲裁人という第三者を交えて，患者に対して説明する場としても利用できる 

・法的責任があるが，金額面に争いがあるような事案あるいは法的責任の有無が微妙な場合でも金

銭面での折り合いをつけることができる 

・ 話し合いの日，時間，開催場所等については柔軟に対応できる 

・ 非公開の手続きである 

といったことが挙げられます。 

 

 一口に医事紛争と申しましても，医療機関側の法的責任の有無が正面から争われる事案から，医

療機関側から詳しい説明を受けただけで患者側が納得される事案まで様々です。 
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 相手方の言い分を確認するためにも，裁判という厳格な司法手続の俎上に乗せられる前に，中

立・公平な第三者の関与の下，一度でも当事者間で話し合いの場を持たれることは，たとえ結果的

に紛争の最終的な解決に至らなかったとしても，双方にとって有益なことでありこそすれ，決して

どちらか一方に不利益に働くものではないと思われます。 

 

 本手続にはこのようなメリットがあり，また，福岡県ではまだ馴染みの薄い制度ですが，東京都

や愛知県等の他の地域では医療 ADR による紛争解決が医療機関側・患者側の双方で活発に利用さ

れ，一定の成果を上げているという実績もありますので，貴殿にも本手続の話し合いの席について

頂きたく，お願い申し上げます。 

 

 本手続の期日（話し合いの日），時間，場所につきましては，さしあたり別添の『仲裁のお知ら

せ（医療 ADR）』に記載した通りに設定しましたが，不都合でしたら，別添の書面『期日の調整に

ついて』にご記入の上，回答書と一緒に当センターまでご返送いただければ，申立人等関係者と協

議の上，調整させて頂きます（日時につきましては，診療時間外を希望して頂いて結構です。場所

につきましても，必要であれば病院で期日を開いた事例も過去にあります。）。 

 

 以上，本手続の趣旨，内容についてご理解頂き，本手続を医事紛争解決の１つの手段として積極

的にご利用頂ければ幸いです。（医師会顧問）弁護士に知人がおありでしたら、同弁護士

にご相談の上、ご協力ください。 

敬具 
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